
№ 品　目 備　　考

1 印鑑 プラスチック製のものに限る

2 桶、洗面器 プラスチック製のものに限る

3 うちわ 骨組みがプラスチック製のものにかぎる　紙の部分は除く

4 おもちゃ
プラスチック製のものに限る

ゴム製は除く

5 くし プラスチック製のものに限る

6 ＣＤ・DVD・ブルーレイ プラスチック製のものに限る

7 ＣＤ・DVD・ブルーレイケース プラスチック製のものに限る

8 計量カップ プラスチック製のものに限る

9 化粧品容器 プラスチック製のものに限る

10 製氷皿 プラスチック製のものに限る

11 じょうろ プラスチック製のものに限る

12 洗濯ばさみ
プラスチック製のものに限る

金属部分は、安全に取り除ける場合だけ除去する

13 タッパー型保存容器 プラスチック製のものに限る

14 バケツ プラスチック製のものに限る

15 歯ブラシ 電動歯ブラシは除く

16 プラモデル
プラスチック製のものに限る

電気式、電池式は除く

17 ボウル（調理器具） プラスチック製のものに限る

18 ボタン プラスチック製のものに限る

19 まな板
プラスチック製のものに限る

手で曲げることが可能なもの（厚さ５ｍｍ程度未満のもの）

20 リコーダー（笛） プラスチック製のものに限る

ビニール・プラスチック資源に追加する主な品目（一部）
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